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６ 独占禁止法上の評価 

前記の状況に鑑みれば，本件行為により，当事会社の単独行為又は当事会社と他の

競争事業者との協調的行動によって，一定の取引分野における競争を実質的に制限す

ることとはならないと判断した。 

 

第４ 結論 

以上の状況から，本件行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限

することとはならないと判断した。 
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事例２ 新日本製鐵㈱と住友金属工業㈱の合併 

 

第１ 本件の概要 

本件は，鉄鋼製品の製㐀販売業等を営む新日本製鐵株式会社（以下「新日鉄」とい

う。）と鉄鋼製品の製㐀販売業等を営む住友金属工業株式会社（以下「住友金属」と

いう。）が，平成２４年１０月１日に合併すること（以下「本件合併」という。）を計

画したものである。関係法条は，独占禁止法第１５条である。（注１） 

 

（注１）本件審査終了後に，当事会社は，統合スキームについて，平成２４年１０月１日

に株式交換により住友金属を新日鉄の完全子会社とし，同日付けで新日鉄が住友金

属を吸収合併するというスキームに変更することとした。このため，住友金属の議

決権の１００％を取得することとなる新日鉄は，平成２４年４月２０日に，後記の

問題解消措置と同内容の措置を採ることを記載した株式取得に関する計画の届出を

行い，これに対し，公正取引委員会は同月２３日に排除措置命令を行わない旨の通

知を行った。 

    この結果，本件は，形式的には株式取得に係る事例であり，関係法条は，独占禁

止法第１０条であるが，当初予定されていた合併の場合と独占禁止法上の判断を行

うに当たって実質的な違いがないことから，本件は合併に係る事例として記載して

いる。 

 

第２ 本件審査の経緯及び審査結果の概要 

１ 本件審査の経緯 

 当事会社は，平成２３年３月以降，当事会社（当事会社と結合関係を有する会社を

含む。）が競合する商品・役務である鉄鋼製品，チタン製品及びエンジニアリング業

務について，本件合併が競争を実質的に制限することとはならないと考える旨の意見

書を自発的に公正取引委員会に提出し，公正取引委員会は，当事会社の求めに応じて，

当事会社との間で数次にわたり会合を持った。その後，同年５月３１日に合併に関す

る計画の届出があったので，公正取引委員会はこれを受理し，第１次審査を開始する

とともに，当事会社（当事会社と結合関係を有する会社を含む。）が競合する主な商

品・役務（後記「参考２」参照。）を明示して，翌６月１日から情報の募集を開始し

た。公正取引委員会は，前記届出書，意見書等の当事会社から提出された資料，需要

者・競争事業者に対するヒアリング，一般から寄せられた情報等を踏まえつつ第１次

審査を進めた結果，より詳細な審査が必要であると認められたことから，同年６月３

０日，当事会社に対し報告等の要請を行い，第２次審査を開始した。 

第２次審査において，公正取引委員会は，当事会社に要請した報告等について当事

会社から順次提出を受けるとともに，当事会社の求めに応じて，当事会社との間で数

次にわたり会合を持った。当事会社は，会合において公正取引委員会が提示した疑問

点を解消するための意見や資料を提出し，公正取引委員会は，当事会社から提出され
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た意見や資料，需要者・競争事業者に対するヒアリングやアンケート調査の結果，一

般から寄せられた情報等を踏まえ，本件合併が競争に与える影響について審査を進め

た。同年８月，当事会社に要請した報告等の大部分が提出され，当事会社から改めて

論点等の説明を求められたことから，公正取引委員会は，その時点の検討結果に基づ

き，論点等の説明を行った。これに対して，当事会社は，追加の主張及び資料提出を

行い，公正取引委員会は，当事会社の主張について検討するため，当事会社と数次に

わたり会合を持った。また，鉄鋼製品の一つである無方向性電磁鋼板及びエンジニア

リング業務の一つである高圧ガス導管エンジニアリング業務について，本件合併が競

争を実質的に制限するおそれがある旨の公正取引委員会からの指摘に対し，当事会社

から競争上の問題の解消方法の提示があったことから，公正取引委員会は，当事会社

と数次にわたり会合を持ったところ，当事会社から具体的な問題解消措置の申出が行

われた。 

 

 ２ 審査結果の概要 

 本件においては，当事会社（当事会社と結合関係を有する会社を含む。）が競合す

る商品・役務（後記「参考２」参照。）について，約３０の取引分野を画定し審査を

行ったが，そのうち無方向性電磁鋼板及び高圧ガス導管エンジニアリング業務につい

ては，当事会社が公正取引委員会に申し出た問題解消措置を前提とすれば，本件合併

が競争を実質的に制限することとはならないと判断した。それ以外の取引分野につい

ては，いずれも，本件合併が競争を実質的に制限することとはならないと判断した。 

 本件における審査結果のうち，①問題解消措置が講じられることとなった無方向性

電磁鋼板及び高圧ガス導管エンジニアリング業務，②本件合併が競争を実質的に制限

することとはならないと判断した取引分野のうち，ⓐ公正取引委員会がアンケート調

査を行うなど重点的に審査を行った鋼矢板及びスパイラル溶接鋼管，ⓑ代表的な鉄鋼

製品である熱延鋼板及びＨ形鋼の各審査結果は，後記第３から第８のとおりである。 

 なお，当事会社の議決権保有比率が１０％超５０％以下の事業者（トピー工業株式

会社〔新日鉄の議決権保有比率２０．５％・単独第１位。以下「トピー工業」という。〕，

合同製鐵株式会社〔同１５．７％・単独第１位。以下「合同製鉄」という。〕等）に

関し，当事会社とは独立した競争単位であることから結合関係にないと当事会社が主

張した点について，本件審査では，「第８ Ｈ形鋼」に記載のとおり，例えばトピー

工業や合同製鉄は新日鉄と結合関係にあるものの，一定程度の競争関係が存在すると

認められ，当該事情も考慮に入れて本件合併が競争を実質的に制限することとはなら

ないと判断している。このような取引分野はＨ形鋼を含め複数存在するところ，公正

取引委員会としては，今後当事会社が当該事業者の議決権を追加取得し，又は役員兼

任の範囲を拡大するなどして当事会社と当該事業者との間の結合関係が強まり，当事

会社と当該事業者との間の競争関係の程度が弱まる結果，当該取引分野における競争
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を実質的に制限することとならないかについて，今後とも注視していく。 

 

 

 

（参考１） 

平成２３年 ５月３１日 合併に関する計画の届出の受理（第１次審査の開始） 

      ６月３０日 報告等の要請（第２次審査の開始） 

     １１月 ９日 全ての報告等の受理（事前通知期限：平成２４年２月７

日） 

     １２月 ９日 当事会社による問題解消措置に係る変更報告書の提出 

     １２月１４日 排除措置命令を行わない旨の通知 

            審査結果の公表 

 

平成２４年 ４月２０日 株式取得に関する計画の届出（問題解消措置に係る記載

を含む。）の受理 

      ４月２３日 排除措置命令を行わない旨の通知 

 

 

（参考２） 

・ 薄板（熱延鋼板，冷延鋼板，電気亜鉛めっき鋼板，溶融亜鉛めっき鋼板等） 

・ 無方向性電磁鋼板 

・ 厚中板 

・ 形鋼（鋼矢板・Ｈ形鋼，中小形形鋼等） 

・ 棒鋼・線材（普通鋼棒鋼，異形棒鋼，普通鋼線材，特殊鋼棒鋼，特殊鋼線材等） 

・ 鋼管（小径継目無鋼管，小中径継目有鋼管，大径管等） 

・ 高力ボルト 

・ 自動車のホイール 

・ チタン製品 

・ パイプラインエンジニアリング業務 

 

（注）上記商品・役務は，必ずしも本件において画定した一定の取引分野を示すもので

はない。 
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第３ 無方向性電磁鋼板 

１ 一定の取引分野 

 ⑴ 商品範囲 

無方向性電磁鋼板とは，鉄にケイ素等を添加することにより製㐀される電磁鋼

板の一種であり，鉄損値（コア〔鉄芯〕に磁場を与えた場合に熱エネルギーとし

て消費される電力損失の値）が小さいなど磁気特性に優れており，所定の形状に

打ち抜き，積層し，プレス加工を施すなどしてモーター等のコアに用いられる。

無方向性電磁鋼板を用いたモーター等は，主にエアコン，冷蔵庫，洗濯機等の家

電製品に用いられている。 

電磁鋼板には，無方向性電磁鋼板と方向性電磁鋼板があるところ，無方向性電

磁鋼板は，全ての方向に均一な磁気特性を有し，前記のとおりモーター等のコア

に使用されるのに対し，方向性電磁鋼板は，圧延方向に磁気特性を発揮し，主に

変圧器のコアに使用される。また，両者の製㐀設備は異なる。このように，両者

は用途及び製㐀方法に違いがあり，需要の代替性及び供給の代替性がないことか

ら，別々の商品範囲を構成するものと考えられる。 

無方向性電磁鋼板は，板厚及び鉄損値に応じて様々な規格が存在し，板厚が薄

く，鉄損値が小さい規格ほど高グレードの製品，板厚が厚く，鉄損値が大きい規

格ほど低グレードの製品である。各規格の間の需要の代替性について，日本の電

機メーカー等の日本の需要者（以下第３において「国内ユーザー」という。）から

のヒアリングにおいては，規格間の代替性はないとする意見が多くみられた。ま

た，当事会社の製品を購入している国内ユーザーを対象に実施したアンケート調

査の結果も踏まえると，規格間の代替性は低いと認められる。 

一方，規格によって製㐀設備が異なるものではなく，供給の代替性が認められ

る。 

以上のとおり，異なる規格の間における需要の代替性は低いものの，供給の代

替性が認められることから，「無方向性電磁鋼板」を商品範囲として画定した。 

 

 ⑵ 地理的範囲 

当事会社は，①国内ユーザーが東アジアを中心とした海外への展開を進めてい

ることに伴い，海外拠点における無方向性電磁鋼板の現地調達化を進めており，

国内拠点においても東アジアの無方向性電磁鋼板のメーカー（以下第３において

「海外メーカー」という。）が製㐀する製品（以下第３において「海外メーカー品」

という。）の採用を加㏿化していること，②国内ユーザーは海外拠点における調達

を通じて海外メーカー品の価格を熟知しており，海外の価格が国内の価格に反映

されていること等から，地理的範囲は東アジアであると主張している。 

しかし，国内ユーザーに対するアンケート調査の結果によると，後記２⑷で詳
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述するとおり，国内ユーザーは国内拠点だけでなく海外拠点も含めて，大部分の

無方向性電磁鋼板を国内メーカーから調達しており，海外メーカーから調達して

いる量は相対的に少なく，また，国内拠点で国内メーカーから調達している無方

向性電磁鋼板については，価格が５～１０％程度上昇した場合でも，海外メーカー

品に切り替えないとする意見が多くみられた。 

また，国内ユーザーからのヒアリングによると，日本と東アジア諸国とでは価

格面を含めて市場の状況が異なるため，東アジア諸国で取引される価格と国内で

取引される価格は連動しておらず，海外拠点における海外メーカーからの調達価

格を引き合いに出して国内拠点における国内メーカーからの調達価格を交渉する

ことは現実的ではないとしている。また，価格に関するデータからも，日本と東

アジアにおける価格の連動性が必ずしも認められるわけではない。 

さらに，日本における国内メーカーのシェアは高い一方で，東アジアにおける

国内メーカーのシェアは低いものとなっており，日本と東アジアとでシェア分布

が全く異なる状況にある。 

以上から，地理的範囲について，国境を越えて東アジアとして画定することは

適当ではないと考えられる。 

他方，無方向性電磁鋼板について，日本国内での輸送に関し，輸送の難易性や

輸送費用の点から制約があるわけではなく，当事会社及び競争事業者は日本全国

において販売を行っており，地域により販売価格が異なるといった事情は認めら

れない。 

したがって，「日本全国」を地理的範囲として画定した。 

 

２ 競争の実質的制限についての検討 

⑴ 本件合併による市場構㐀の変化及び問題の所在 

無方向性電磁鋼板を国内市場で販売する当事会社グループの事業者は，新日鉄

（市場シェア約４０％）及び住友金属（市場シェア約１５％）である。本件合併

により新日鉄と住友金属の間に結合関係が新たに形成されることとなるところ，

当事会社の合算市場シェア・順位は約５５％・第１位，合併後のＨＨＩは約４，

６００，ＨＨＩの増分は約１，１００となり，水平型企業結合のセーフハーバー

基準に該当しない。 

無方向性電磁鋼板の国内市場には，市場シェアが約４０％のＡ社という有力な

競争事業者が存在するが，本件合併により当事会社は約５５％の市場シェアを占

めることとなり，Ａ社との市場シェアの格差も拡大することとなる。したがって，

Ａ社の供給余力の状況，輸入圧力の程度や需要者からの競争圧力の程度等によっ

ては，当事会社グループが単独で価格等をある程度自由に左右することができる

状態が現出するおそれがある。 
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また，本件合併により無方向性電磁鋼板の国内市場における事業者数が３社か

ら２社となることから，各事業者の供給余力の状況，輸入圧力の程度や需要者か

らの競争圧力の程度等によっては，当事会社グループとその競争事業者が協調的

行動をとることにより，価格等をある程度自由に左右することができる状態が現

出するおそれがある。 

 

順位 会社名 市場シェア 

１ 新日鉄 約４０％ 

２ Ａ社 約４０％ 

３ 住友金属 約１５％ 

 輸入  約５％ 

 合計 １００％ 

  

⑵ 従来の競争状況 

新日鉄及びＡ社は，無方向性電磁鋼板だけでなく方向性電磁鋼板も製㐀してい

るところ，住友金属は無方向性電磁鋼板しか製㐀していない。国内ユーザーは，

方向性電磁鋼板と無方向性電磁鋼板をセットで調達することもあり，そのような

場合には，無方向性電磁鋼板しか扱っていない住友金属は対応できない状況にあ

る。また，住友金属は，新日鉄及びＡ社よりも製㐀ラインが少なく，生産基盤が

ぜい弱である。このように，住友金属は無方向性電磁鋼板の市場において他の２

社と異なる立場にある。さらに，国内ユーザーからのヒアリングや実際の価格の

推移によると，住友金属の価格戦略は他の２社とは異なると認められる。 

以上から，住友金属は他の２社と異なる行動をとっていると認められるが，合

併会社（合併後の当事会社をいう。以下同じ。）は新日鉄と同様の性質を有する会

社となることから，住友金属がとっていたような価格戦略をとらなくなると考え

られる。 

 

 ⑶ 各事業者の供給余力 

無方向性電磁鋼板の製㐀設備の稼働率は，各事業者とも高い。 

また，各事業者とも輸出を多く行っているが，輸出の多くは国内ユーザーの海

外拠点向けであり，安定調達を求める国内ユーザーに対する供給量を自由に調整

することは容易でないことから，輸出分を国内に自由に振り向けることは困難で

あると考えられる。 

したがって，各事業者は，十分な供給余力を有していないと認められる。 

 

 

10 

 

⑷ 輸入圧力 

輸入に掛かる輸送費用は，東アジアの近隣諸国からであれば僅かであり，関税

は無税であるところ，国内市場における輸入比率は，近年微増しているが，輸入

の大部分は低グレードの製品が占めていると考えられる。 

国内ユーザーに対するアンケート調査の結果によると，国内ユーザーは国内拠

点だけでなく海外拠点も含めて，大部分の無方向性電磁鋼板を国内メーカーから

調達しており，海外メーカーから調達している量は相対的に少なかった。また，

国内ユーザーが国内拠点で国内メーカーから調達している無方向性電磁鋼板の価

格が５～１０％程度上昇した場合，海外メーカー品に切り替える割合をアンケー

トにおいて尋ねたところ，全体的に海外メーカー品に切り替えないとする意見が

多くみられた。さらに，アンケート調査の結果によると，国内ユーザーの海外メー

カー品に対する評価としては，一部の海外メーカー品について国内メーカー品と

同等の品質であるといった肯定的な意見も一部にみられたものの，国内メーカー

品に比べて板厚のばらつきが大きい（そのため積層が困難）など国内ユーザーが

求めるような十分な品質ではないとする意見や価格変動が激しく安定調達の面で

問題があるとする意見のほか，品質が国内メーカーと同等な海外メーカー品につ

いては価格メリットがないとの意見がみられた。ヒアリングにおいても，海外メー

カー品に対して価格・品質・納期の面で不安があり，国内拠点において海外メー

カー品への切替えが困難であるといった意見がみられた。 

特に，高グレードの製品について，アンケート調査の結果によると，海外メー

カーは国内ユーザーが求めるような高品質な製品を製㐀しておらず，国内ユー

ザーはほとんど全てを国内メーカーから調達しており，国内価格が相対的に上昇

しても海外メーカー品に切り替えないとする傾向が顕著であった。また，低グレー

ドの製品については，国内価格が相対的に上昇した場合，海外メーカー品に切り

替えるという国内ユーザーが一定数みられたが，品質上の問題や供給の安定性等

の観点から海外メーカー品への切替えが必ずしも容易な状況ではないと認められ

る。 

したがって，高グレードの製品については，輸入圧力が働いているとは認めら

れない。また，低グレードの製品については，輸入圧力がある程度は働いている

と考えられるが，その程度は必ずしも強いとは認められない。 

 

⑸ 需要者からの競争圧力 

無方向性電磁鋼板は，規格が同じでもメーカーによって微妙な違いが存在し，

メーカーの変更が容易でない。アンケート調査の結果においては，国内ユーザー

が調達先を切り替えるには規格ごとの特性を評価・試験する必要があり，多大な

時間とコストが掛かるという意見が多く，高グレードの製品及び低グレードの製
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品とも調達先メーカーの変更が困難であるとの回答が大部分であった。 

したがって，需要者からの競争圧力が働いているとは認められない。 

 

３ 独占禁止法上の評価 

 ⑴ 単独行動による競争の実質的制限 

本件合併により当事会社は約５５％の市場シェアを有することとなり，有力な

競争事業者が存在するものの，十分な供給余力を有している状況にはないことか

ら，当事会社が価格を引き上げた場合に供給量を十分に増やすことが難しいと考

えられる。 

また，高グレードの製品については，国内ユーザーが国内拠点において求める

ような高品質な製品を海外メーカーは製㐀しておらず，輸入圧力は認められない。

また，低グレードの製品については，一定程度輸入が行われており，国内の価格

が上昇した場合に海外メーカー品に切り替えるという国内ユーザーも一定数みら

れるが，国内ユーザーは海外メーカー品について，国内メーカー品に比べると国

内ユーザーが国内拠点において求めるような十分な品質ではない，価格変動が激

しく安定調達の面で不安があるといった懸念を述べていることから，輸入圧力が

必ずしも強いとは認められない。 

さらに，国内ユーザーにとって調達先メーカーの変更は容易でなく，需要者か

らの競争圧力も認められない。 

したがって，本件合併により高グレードの製品において顕著に，当事会社グルー

プが単独で価格等をある程度自由に左右することができる状態が容易に現出し得

ることから，本件合併が競争を実質的に制限することとなると考えられる。 

 

⑵ 協調的行動による競争の実質的制限 

本件合併により無方向性電磁鋼板の国内市場における事業者は３社から２社に

減少し，合併前と比較して，協調的行動をとりやすくなると認められる。 

また，住友金属は，方向性電磁鋼板の取扱いの有無，生産基盤の強弱という点

において新日鉄及びＡ社と異なっており，実際の価格戦略について新日鉄及びＡ

社とは異なると認められるところ，本件合併後には同質的な２社が市場をほぼ二

分することとなるため，互いの行動を高い確度で予測することができるようにな

ると考えられる。 

そのような状況の中で，高グレードの製品については輸入圧力が認められず，

低グレードの製品についても輸入圧力が必ずしも強くはなく，また，需要者から

の競争圧力も認められない。 

したがって，本件合併後，高グレードの製品において顕著に，当事会社グルー

プとその競争事業者が協調的行動をとることにより，価格等をある程度自由に左
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右することができる状態が容易に現出し得ることから，本件合併が競争を実質的

に制限することとなると考えられる。 

  

４ 当事会社による問題解消措置の申出 

前記３のとおり，本件合併が競争を実質的に制限することとなることから，当事会

社は，次の問題解消措置を講じることを申し出た。 

 

① 合併後５年間，住友商事株式会社（以下「住友商事」という。）に対し，国内ユー

ザー向けに住友金属が現在販売している全グレードの製品について，住友金属の直

近５年間（平成１８年度から平成２２年度）における国内年間販売数量の最大値を

上限として，合併会社の無方向性電磁鋼板のフルコストをベースとして計算した平

均生産費用に相当する価格で供給する。 

② 住友商事に対し，住友金属の無方向性電磁鋼板に関する国内ユーザー向けの商権

を譲渡する。具体的には，顧客名簿の引継ぎに加えて，国内ユーザーとの取引関係

（契約関係及び協定仕様書を含む。）を譲渡し，当該譲渡について国内ユーザーの

理解を得られるよう最大限努力する。さらに，納入仕様の決定やクレーム対応に関

する技術サポートを行うほか，スリット後の品質を確保するために，当事会社が技

術指導を行った全国各地に所在するスリットセンターを住友商事が利用できるよ

うに適切な引継ぎ等の措置を講じる。 

③ 合併後５年間，１事業年度に１回，前記措置の実施状況を公正取引委員会に報告

する。 

 

５ 問題解消措置に対する評価 

⑴ コストベースの引取権の設定という措置の妥当性 

前記３のとおり，現時点において，無方向性電磁鋼板について本件合併が競争

を実質的に制限することとなると考えられるが，直近の状況として，東日本大震

災を契機とした国内ユーザーの調達チャネルの多様化の動きや最近の急激な円高

の流れを受けて，低グレードの製品について輸入圧力が高まりつつあるほか，高

グレードの製品についても，海外メーカー品の採用に向けた動きが始まっている

と認められる。このため，一定期間経過後には輸入圧力が相当程度高まると考え

られることから，競争の実質的制限の状態が永続するとは合理的には予想されず，

問題解消措置として恒久的な措置が不可欠であるとはいえない。 

その上で，コストベースの引取権の設定について検討すると，住友金属は，新

日鉄及びＡ社に比べて生産基盤がぜい弱であるほか，製㐀ラインのある和歌山製

鉄所においては，熱延鋼板製㐀ラインが休止しているため，無方向性電磁鋼板の

母材となる熱延鋼板を他の製鉄所から運んでくる必要があり，必然的に高いコス
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ト構㐀となっている。一方，引取権の設定先の事業者は，合併会社の平均生産費

用に相当する価格で供給を受けることから，当事会社が申し出た措置には，住友

金属よりも有力な事業者が創出されるという側面がある。 

したがって，本件においては，コストベースの引取権が妥当な条件により設定

されれば，適切な問題解消措置となり得ると考えられる。以下では，当事会社が

提案するコストベースの引取権の設定に関する具体的条件について，その妥当性

を検討する。 

 

 ⑵ コストベースの引取権の設定の具体的条件の妥当性 

住友商事は，無方向性電磁鋼板を自ら製㐀していないとはいえ，商社として，

国内メーカーと国内ユーザーとの価格交渉において，国内メーカーに同行し，又

は国内メーカーを代行するなどして販売業務に関わっており，商品知識，販売ノ

ウハウ等の販売能力面で支障はない。また，合併後，合併会社の住友商事に対す

る議決権保有比率及び住友商事の合併会社に対する議決権保有比率はいずれも

数％となる予定であり，両社の間には役員兼任もないこと等から，資本関係及び

人的関係いずれの観点からも当事会社から独立した事業者であり，新規参入者と

して当事会社に対する有効な牽制力となり得ると考えられる。 

なお，住友商事と合併会社はコスト条件が共通化するが，住友商事はメーカー

ではなく，商社としての独自の経験を有している上，方向性電磁鋼板の取扱いの

有無や製㐀設備の保有の有無といった点において合併会社とは異なることから，

合併会社とは異なる価格戦略をとるインセンティブを有するという側面もある。 

また，引取権の設定期間を合併後５年間とすることについて，特に高グレード

の製品については，現時点では輸入圧力が認められないが，現在，国内ユーザー

の中には海外拠点において海外メーカーの高グレードの製品を実際に使用し始め

ているものがいるほか，国内拠点においても海外メーカーの高グレードの製品の

サンプルを取り寄せるなどして採用に向けた評価を行っているものもいる。国内

ユーザーがサンプルを取り寄せてから採用するまでに要する期間を考慮に入れて

も，当事会社の提案する合併後５年間を経過した後であれば，高グレードの製品

を含めて輸入圧力が働く蓋然性は高いと考えられる。 

したがって，当事会社が提案するコストベースの引取権の設定に関する具体的

条件は妥当であると考えられる。 

 

６ 結論 

前記検討のとおり，当事会社が申し出た問題解消措置により，本件合併が無方向

性電磁鋼板の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと考えら

れる。 
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第４ 高圧ガス導管エンジニアリング業務 

１ 一定の取引分野 

⑴ 役務範囲 

高圧ガス導管エンジニアリング業務（以下「高圧ガス導管エンジ」という。）と

は，鋼製ガス導管の敷設・更新工事等の鋼製ガス導管に関連するエンジニアリン

グ業務（以下「鋼製ガス導管エンジ」という。）の一種であり，設計，資材調達（鋼

管の調達），施工管理及び施工（土木，配管，溶接，塗覆装及び検査）という業務

内容が含まれている。 

鋼製ガス導管には，導管を流れるガスの圧力によって高圧ガス導管（１．０MPa

以上）と中圧ガス導管（０．１MPa 以上１．０MPa 未満）の２種類があり，これに

応じて，鋼製ガス導管エンジは，高圧ガス導管エンジと中圧ガス導管エンジニア

リング業務（以下「中圧ガス導管エンジ」という。）に区分されるところ，①高圧

ガス導管には，中圧ガス導管よりも強度（耐圧性）の高い鋼管が必要とされ（中

圧ガス導管には，主として電縫鋼管〔電気抵抗溶接鋼管〕が用いられるのに対し，

高圧ガス導管には，主としてＵＯ鋼管〔ＵＯＥ鋼管〕が用いられる。），鋼管の溶

接や検査の点でもより高い基準を満たすことが必要とされること，②ガス会社等

は，高圧ガス導管エンジについて中圧ガス導管エンジよりも高い基準を設定して

いることから，高圧ガス導管エンジと中圧ガス導管エンジとの間には需要の代替

性は認められない。このため，高圧ガス導管エンジは中圧ガス導管エンジと別の

役務範囲を構成すると考えられる。 

したがって，「高圧ガス導管エンジ」を役務範囲として画定した。 

 

 ⑵ 地理的範囲 

高圧ガス導管エンジを行う主要な事業者は，全国各地で高圧ガス導管エンジを

受注しており，事業所等の拠点を持たない地域での業務を受注する場合には現場

監督や溶接士等を当該地域に派遣して対応している。 

したがって，「日本全国」を地理的範囲として画定した。 

 

２ 競争の実質的制限についての検討 

⑴ 本件合併による市場構㐀の変化及び問題の所在 

高圧ガス導管エンジを国内市場で提供する当事会社グループの事業者は，日鉄

パイプライン株式会社（新日鉄の１００％子会社である新日鉄エンジニアリング

株式会社の１００％子会社。以下「日鉄パイプライン」という。市場シェア約３

０％）及び住友金属パイプエンジ株式会社（住友金属の１００％子会社。以下「住

友金属パイプエンジ」という。市場シェア約３０％）である。本件合併により日

鉄パイプラインと住友金属パイプエンジとの間に結合関係が新たに形成されるこ
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ととなるところ，当事会社の合算市場シェア・順位は約６０％・第１位，合併後

のＨＨＩは約４，９００，ＨＨＩの増分は約１，８００となり，水平型企業結合

のセーフハーバー基準に該当しない。 

高圧ガス導管エンジの国内市場には，日鉄パイプラインと住友金属パイプエン

ジのほか，同じく高炉メーカーのグループ会社で，市場シェアが約３５％のＢ社

（以下，これら３社を併せて「高炉系エンジ会社」という。）という有力な競争事

業者が存在するが，本件合併により当事会社は約６０％の市場シェアを占めるこ

ととなり，Ｂ社を抜いて市場シェア第１位となる。需要者であるガス会社等は，

入札の方法により受注者を決定しているところ，入札に参加する主要な事業者で

ある高炉系エンジ会社が３社から２社となることから，参入圧力の程度や需要者

からの競争圧力の程度等によっては，当事会社グループが単独で価格等をある程

度自由に左右することができる状態が現出するおそれがある。 

また，高圧ガス導管エンジの国内市場には，ガス会社系エンジ会社（ガス会社

の子会社であるエンジニアリング会社をいう。以下同じ。）も存在するが，その市

場シェアは小さく，本件合併により高圧ガス導管エンジを行う主要な事業者であ

る高炉系エンジ会社が３社から２社に減少することから，参入圧力の程度や需要

者からの競争圧力の程度等によっては，当事会社グループとその競争事業者が協

調的行動をとることにより，価格等をある程度自由に左右することができる状態

が現出するおそれがある。 

なお，高圧ガス導管エンジは年度により発注金額が大きく変動することから，

平成１８年度から平成２２年度までの過去５年間における受注金額の合計額から

算出した市場シェアを基に検討した。 

 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ｂ社 約３５％ 

２ 日鉄パイプライン 約３０％ 

３ 住友金属パイプエンジ 約３０％ 

 その他 ０－５％ 

  合計 １００％ 
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（参考）【高圧ガス導管エンジの平成２２年度における市場シェア】 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 各事業者の状況 

高圧ガス導管エンジを行う事業者としては，高炉系エンジ会社及びガス会社系

エンジ会社があるが，大部分の発注案件においては，ガス会社系エンジ会社は入

札に参加しておらず，高炉系エンジ会社の間の競争となっている。 

高圧ガス導管エンジにおける現場監督は元請会社（エンジニアリング会社）の

従業員である必要があるところ，高圧ガス導管エンジを行う事業者は現場監督に

ついて，必要以上の余剰人員を擁していないこと，現場監督は同時に複数の現場

の現場監督を兼ねることができないこと，現場監督を育成するためには相当の時

間が必要であることから，現場監督の数がボトルネックとなって急激に受注を拡

大することは困難であると認められる。 

したがって，各事業者の供給余力は必ずしも大きいものではないと考えられる。 

 

⑶ 参入圧力 

高圧ガス導管エンジを行うためには，建設業法（昭和２４年法律第１００号）

上の許可が必要であるが，許可の取得は難しいものではなく，法令上の参入障壁

は高くない。 

しかし，過去５年間においてガス会社等から新たに入札参加資格が得られた事

業者はなく，ガス会社等からのヒアリングによると，高圧ガス導管エンジのうち，

資材調達及び溶接の業務について，以下の参入障壁が存在すると認められる。 

 

ア 資材調達 

ガス会社等は，いずれも資材調達と施工業務は一体発注する必要があるとし

ていることから，高圧ガス導管の主要な資材であるＵＯ鋼管を自社のグループ

会社から調達できる事業者が高圧ガス導管エンジの競争上有利であるところ，

国内において自社グループからＵＯ鋼管を調達できるのは高炉系エンジ会社の

みであり，高炉系エンジ会社以外の事業者がＵＯ鋼管を高炉系エンジ会社と同

等の納期・コストで調達することは困難であると認められる。実際，高圧ガス

導管エンジを行っている一部のガス会社系エンジ会社においても，ＵＯ鋼管を

順位 会社名 市場シェア 

１ Ｂ社 約５５％ 

２ 日鉄パイプライン 約３０％ 

３ 住友金属パイプエンジ 約１５％ 

 合計 １００％ 
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使用しない工事のみを行っているにすぎない。したがって，自社グループ内で

ＵＯ鋼管を生産していない事業者が高圧ガス導管エンジに本格的に参入するこ

とは困難であると認められる。 

 

イ 溶接 

ガス会社等からのヒアリングによると，高圧ガス導管エンジを行うに当たり，

特に，比較的大きな外径の鋼管を用いる工事については，工期・コスト・品質

の面で手溶接より自動溶接を行うことが有利であるところ，自動溶接機を持た

ない事業者が自動溶接機を新たに開発することは困難であると認められる。実

際，高圧ガス導管エンジを行っている一部のガス会社系エンジ会社においても，

自動溶接が優位性を有しない比較的小さな外径の鋼管を用いる工事のみを行っ

ているにすぎない。したがって，自動溶接機を有しない事業者が高圧ガス導管

エンジに本格的に参入することは困難であると認められる。 

 

以上から，高圧ガス導管エンジに本格的に参入するためには，資材であるＵＯ

鋼管を高炉系エンジ会社と同等の条件で調達できること及び自動溶接機を保有し

ていることが重要であり，これが高圧ガス導管エンジへの参入障壁となっている

と認められる。 

したがって，参入圧力が働いているとは認められない。 

  

⑷ 需要者からの競争圧力 

ガス会社は，小口顧客向けか大口顧客向けかを問わず，電力等他のエネルギー

との間で一定の競争にさらされていること等から，パイプライン建設を含めたコ

ストを削減することに一定程度関心を有していると認められる。また，ガス会社

にとって，ガス導管工事ごとに発注先を変更することは容易であり，入札によっ

て高圧ガス導管エンジの受注者を決定している。 

したがって，需要者からの競争圧力が一定程度働いていると認められる。 

 

３ 独占禁止法上の評価 

⑴ 単独行動による競争の実質的制限 

本件合併により当事会社は国内市場全体の約６０％のシェアを占めることとな

るところ，入札に参加する事業者は基本的に高炉系エンジ会社のみであり，本件

合併後の入札参加事業者は３社から２社になる。加えて，高圧ガス導管エンジに

おいては参入圧力が働いておらず，また，需要者からの一定程度の競争圧力が認

められるものの，ガス会社等は必ずしも競争性を高めるための施策を十分に持ち

合わせていない。 
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したがって，当事会社グループが単独で価格等をある程度自由に左右すること

ができる状態が容易に現出し得ることから，本件合併が競争を実質的に制限する

こととなると考えられる。 

 

⑵ 協調的行動による競争の実質的制限 

高圧ガス導管エンジは，大口の発注が不定期に行われているが，各事業者の供

給余力が大きくない中にあって，本件合併により高圧ガス導管エンジを提供する

主要な事業者である高炉系エンジ会社が３社から２社に減少すれば，互いの施工

状況や供給余力の状況を相当程度確実に把握でき，高い確度で互いの受注意欲，

入札行動等を予測することができるようになると考えられる。 

加えて，高圧ガス導管エンジにおいては参入圧力が働いておらず，また，需要

者からの一定程度の競争圧力が認められるものの，ガス会社等は必ずしも競争性

を高めるための施策を十分に持ち合わせていない。 

したがって，当事会社グループとその競争事業者が協調的行動をとることによ

り，価格等をある程度自由に左右することができる状態が容易に現出し得ること

から，本件合併が競争を実質的に制限することとなると考えられる。 

 

４ 当事会社による問題解消措置の申出 

前記３のとおり，本件合併が競争を実質的に制限することとなることから，当事会

社は，次の問題解消措置を講じることを申し出た。 

 

⑴ ＵＯ鋼管の安定供給 

① 当事会社は，新規参入者（高圧ガス導管エンジを既に行っているガス会社系

エンジ会社を含む。以下同じ。）から日本国内における高圧ガス導管エンジに用

いるＵＯ鋼管の供給要請があった場合には，当該新規参入者に対し，当事会社

が高圧ガス導管エンジを行う子会社（以下「エンジ子会社」という。）に供給す

る場合と価格，数量，納期，規格，寸法，特殊仕様，受渡し及び決済について

実質的に同等かつ合理的な条件により，ＵＯ鋼管を提供する。 

② 当事会社は，前記措置について，本件合併の日までに周知し，その実施状況

を公正取引委員会に報告するとともに，本件合併後５年間，１事業年度に１回，

前記措置の実施状況を公正取引委員会に報告する。 

 

⑵ 自動溶接機の供給及びその取扱いに係る技術指導 

① 当事会社は，新規参入者から，受注する工事に使用する目的で要請があった

場合には，エンジ子会社等を通じて，当該新規参入者に対し，価格，受渡し及

び決済について合理的な条件により，自動溶接機の新品を譲渡し，又は中古品
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を譲渡若しくは貸与する。ただし，価格については，実費相当額とする。 

② 当事会社は，新規参入者から要請があった場合には，当該新規参入者に対し，

価格，工数，指導内容，指導時期，指導場所及び決済について合理的な条件に

より，エンジ子会社を通じて，当該新規参入者が自動溶接機を取り扱うことが

できるようにするために必要な技術指導を行う。ただし，価格については，当

該技術指導において発生する実費相当額とする。 

③ 当事会社は，前記各措置について，本件合併の日までに周知し，その実施状

況を公正取引委員会に報告するとともに，本件合併後５年間，１事業年度に１

回，前記各措置の実施状況を公正取引委員会に報告する。 

 

５ 問題解消措置に対する評価 

⑴ 事業譲渡以外の措置の是非 

競争上の問題に関する問題解消措置としては，事業譲渡等の構㐀的措置が原則

であり，本件に即していえば，高圧ガス導管エンジに係る事業の譲渡が考えられ

る。 

しかし，高圧ガス導管エンジの市場規模は年度により大きく変動しており，高

圧ガス導管エンジに係る事業は，中圧ガス導管エンジに係る事業と共に営まなけ

れば事業の継続が困難であるところ，全国規模で中圧ガス導管エンジに係る事業

を営んでいる事業者は高炉系エンジ会社しか存在しないことから，高炉系エンジ

会社以外に事業譲渡を行うためには，高圧ガス導管エンジに係る事業を特定の地

域ごとに分割する必要がある。しかし，そもそも鋼製ガス導管エンジ事業のうち

高圧ガス導管エンジに係る事業のみを分割することは現実的ではなく，また，特

定の地域の事業のみを分割することも現実的ではない。 

したがって，本件においては，高圧ガス導管エンジに係る事業の譲渡は困難で

あるが，事業譲渡以外の措置により，前記２⑶の参入障壁を解消することが可能

であれば，問題解消措置として事業譲渡が不可欠であるとはいえない。 

 

⑵ 当事会社が申し出た問題解消措置の具体的条件の妥当性 

まず，ＵＯ鋼管の安定供給について検討すると，当事会社がＵＯ鋼管の価格や

納期等について，当事会社のエンジ子会社に対するものと実質的に同等かつ合理

的な条件によりＵＯ鋼管を新規参入者に対して提供すれば，実際に新規参入する

者が当該条件によりＵＯ鋼管を調達することが可能となり，資材調達に係る参入

障壁は解消される。 

また，自動溶接機の供給及びその取扱いに係る技術指導については，当事会社

がエンジ子会社等を通じて自動溶接機を合理的な条件により譲渡又は貸与し，必要

な技術指導を行えば，新規参入者は自動溶接機を容易に利用することが可能となり，
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自動溶接機に係る参入障壁は解消される。 

以上のとおり，ＵＯ鋼管の安定供給並びに自動溶接機の供給及びその取扱いに

係る技術指導により，高圧ガス導管エンジへの参入障壁が解消することから，当該

措置が周知されれば新規参入の蓋然性が高まることとなり，かかる参入圧力が当事

会社による価格引上げに対する有効な牽制力となると考えられる。 

したがって，当事会社が申し出た問題解消措置の具体的な条件は妥当であると

考えられる。 

 

６ 結論 

前記検討のとおり，当事会社が申し出た問題解消措置により，本件合併が高圧ガス

導管エンジの取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと考えら

れる。 
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第５ 鋼矢板 

１ 一定の取引分野 

⑴ 商品範囲 

鋼矢板とは，圧延ロール（製品形状に合わせた溝が掘られたロール）を付けた

圧延機で鋼片を圧延して製㐀される形鋼の一種であり，凹凸状に成形加工した鋼

板の両端に連続壁が形成できるように継手が設けられている。 

形鋼は，断面の大きさにより，大形形鋼及び中小形形鋼に分類され，また，断

面形状により，鋼矢板，Ｈ形鋼，軌条，山形鋼，溝形鋼等に分類されるところ，

鋼矢板，Ｈ形鋼及び軌条は大形形鋼のみであり，山形鋼，溝形鋼等は中小形形鋼

が多い。鋼矢板は，継手をつなぎ合わせて，土留めや止水等に用いられるという

点において他の形鋼とは用途が異なっていることから，他の形鋼とは商品範囲を

異にしていると認められる。 

鋼矢板の用途を大別すると，仮土留め，仮仕切り等の目的で用いられる仮設用

途及び永久構㐀物の建材として用いられる本設用途がある。また，鋼矢板には，

Ｕ形，ハット形等の形状の異なるものや４００㎜幅，６００㎜幅等のサイズの異

なるものがある。Ｕ形４００㎜幅の鋼矢板は，主として重仮設業者に販売された

後，リース品として仮設用途に用いられ，それ以外の製品は主として本設用途に

用いられるが，Ｕ形４００㎜幅の鋼矢板であっても本設用途に用いられるものも

あり，それ以外の製品であっても仮設用途に用いられることもあるなど，一定程

度の需要の代替性が認められる上，同一の製㐀設備によって異なる形状及びサイ

ズの鋼矢板が製㐀されており，供給の代替性が存在する。 

他方，鋼矢板を用いた工法と代替的に用いられる工法として，コンクリート壁

工法，ソイルセメント壁工法，親杭横矢板工法等が存在し，鋼矢板の価格が相対

的に上昇した場合，鋼矢板を用いた工法からコンクリート壁工法等に振り替えら

れる可能性があるため，これらの工法を含めた土留め工法全般として商品範囲が

画定される可能性がないでもない。この点について，公正取引委員会としては，

土留めや止水等の手段として鋼矢板を用いた工法が広く普及している国内市場の

特徴や，鋼矢板を用いた工法とその他の工法との間の代替性に関する国内の需要

者の認識（後記２⑸）に基づき，「鋼矢板」を商品範囲として画定した上で，コン

クリート壁工法等については隣接市場からの競争圧力として評価することとした。 

 

⑵ 地理的範囲 

鋼矢板は，日本国内での輸送に関し，輸送の難易性や輸送費用の点から制約が

あるわけではなく，当事会社グループ及び競争事業者は日本全国において販売を

行っており，地域により販売価格が異なるといった事情は認められない。 

他方，海外メーカー品の国内市場への流入はほとんどなく，また，国内価格が
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相対的に上昇しても海外メーカー品の流入量はほとんど増加しないと考えられる

ことから，国境を越えて地理的範囲を画定すべき事情は認められない。 

したがって，「日本全国」を地理的範囲として画定した。 

 

⑶ その他 

鋼矢板には，重仮設業者が仮設用途として建設業者にリースするリース品が相

当量存在するところ，当事会社は，リース品も同一の取引分野に含まれると主張

している。この点について，鉄鋼メーカーが販売する鋼矢板は，本設用途として

建設業者に販売されるか，仮設用途として重仮設業者に販売されるかのいずれか

であるところ，前者はリース品と用途を異にし，後者はリース品に用いるための

製品として販売されるものであってリース品とは取引段階を異にしていることか

ら，いずれもリース品と競合しない。 

したがって，リース品を同一の取引分野に含めることは適当ではないと考えら

れる。 

 

 ２ 競争の実質的制限についての検討 

  ⑴ 本件合併による市場構㐀の変化及び問題の所在 

鋼矢板を国内市場で販売する当事会社グループの事業者は，新日鉄（市場シェ

ア約４０％）及び住友金属（市場シェア約２５％）である。本件合併により新日

鉄と住友金属の間に結合関係が新たに形成されることとなるところ，当事会社の

合算市場シェア・順位は約６５％・第１位，合併後のＨＨＩは約５，１００，Ｈ

ＨＩの増分は約１，９００となり，水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当

しない。 

鋼矢板の国内市場には，市場シェアが約３０％のＣ社という有力な競争事業者

が存在するが，本件合併により当事会社グループは約６５％の市場シェアを占め

ることとなり，Ｃ社との市場シェアの格差も拡大することとなる。したがって，

競争事業者の供給余力の状況，輸入・参入圧力の程度，隣接市場からの競争圧力

の程度や需要者からの競争圧力の程度等によっては，当事会社グループが単独で

価格等をある程度自由に左右することができる状態が現出するおそれがある。 

また，本件合併により鋼矢板の国内市場における事業者数が４社から３社とな

ることから，各事業者の供給余力の状況，輸入・参入圧力の程度，隣接市場から

の競争圧力の程度や需要者からの競争圧力の程度等によっては，当事会社グルー

プとその競争事業者が協調的行動をとることにより，価格等をある程度自由に左

右することができる状態が現出するおそれがある。 
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順位 会社名 市場シェア 

１ 新日鉄 約４０％ 

２ Ｃ社 約３０％ 

３ 住友金属 約２５％ 

４ Ｄ社 ０―５％ 

 
輸入 ０―５％ 

 
合計 １００％ 

 

⑵ 各事業者の状況 

鋼矢板は大形形鋼製㐀ラインで製㐀されるところ，公共工事の発注量の減少に

伴い各事業者の当該ラインの稼働率は落ち込んでいる。また，各事業者は稼働率

を上げるため，恒常的に相当量の鋼矢板を輸出しているところ，国内の市況が改

善するなど国内販売が有利となった場合には，輸出量を国内に振り向けることが

可能である。したがって，各事業者は十分な供給余力を有していると認められる。 

また，鋼矢板の国内市場には，電炉メーカーであるＤ社が存在するところ，当

事会社から鋼矢板を購入している需要者（建設業者及び重仮設業者）に対するア

ンケート調査の結果においては，電炉メーカー品の価格面や品質面での評価につ

いて，肯定的な意見が多かったことから，電炉メーカー品も，需要者の選択肢と

なっていると認められる。 

 

⑶ 輸入圧力 

輸入に掛かる輸送費用は，東アジア諸国からであれば僅かであり，関税は無税

であるが，鋼矢板の輸入比率は０～５％であり，需要者に対するアンケート調査

の結果や需要者等からのヒアリングにおいては，輸入品の価格面や品質面での評

価について，肯定的な意見も一部みられたものの，否定的な意見が多かった。 

したがって，輸入圧力が働いているとは認められない。 

 

  ⑷ 参入圧力 

現在鋼矢板の製㐀を行っていないものの，かつて鋼矢板の国内市場において有

力であった事業者が存在するところ，当該事業者は，圧延ロールを保有し続けて

おり，鋼矢板の価格が上昇したり，需要が拡大したりすれば直ちに再参入するこ

とが可能である。 

したがって，参入圧力が働いていると認められる。 

 

⑸ 隣接市場からの競争圧力 

鋼矢板を用いた工法と代替的に用いられる工法として，コンクリート壁工法，
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ソイルセメント壁工法，親杭横矢板工法等が存在する。 

アンケート調査の結果やヒアリングによると，鋼矢板の価格が５～１０％上昇

した場合，具体的な割合を定量的に測定することは困難であるものの，前記の代

替的な工法に切り替わる場合があると認められる。また，当事会社の試算によれ

ば，土留め工法全体における鋼矢板工法の占める割合は２割程度で推移しており，

経済性の観点から他の工法と拮抗している例も散見される。 

したがって，隣接市場からの競争圧力が一定程度働いていると認められる。 

 

⑹ 需要者からの競争圧力 

公共工事の発注量が長期減少傾向にある中で，建設業者間の受注競争は年々激

しさを増しており，鋼矢板の需要者からの価格引下げ圧力は強いと考えられる。 

また，直近の価格の動きをみると，原燃料の価格が上昇する中で，公共工事の

発注量の減少等に伴う需要の縮小を受けて，鋼矢板の価格は下落しており，今後

も需要の拡大が見込めない中で，価格引下げ圧力は強い状態が続くと考えられる。 

したがって，需要者からの競争圧力が働いていると認められる。 

 

 ３ 独占禁止法上の評価 

  ⑴ 単独行動による競争の実質的制限 

本件合併により当事会社グループは約６５％の市場シェアを有することとなる

が，有力な競争事業者が存在し，十分な供給余力を有していると認められること，

参入圧力や隣接市場である代替工法からの一定程度の競争圧力が働いていると認

められること，需要が縮小していく中で需要者からの競争圧力が働いていると認

められることから，当事会社グループが単独で価格等をある程度自由に左右する

ことができる状態が現出するおそれはなく，本件合併が競争を実質的に制限する

こととはならないと考えられる。 

 

  ⑵ 協調的行動による競争の実質的制限 

本件合併により鋼矢板の国内市場における事業者数が４社から３社に減少する

が，各事業者は十分な供給余力を有していると認められること，参入圧力や隣接

市場である代替工法からの一定程度の競争圧力が働いていると認められること，

需要が縮小していく中で需要者からの競争圧力が働いていると認められることか

ら，当事会社グループとその競争事業者が協調的行動をとることにより，価格等

をある程度自由に左右することができる状態が現出するおそれはなく，本件合併

が競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。 
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第６ スパイラル溶接鋼管 

１ 一定の取引分野 

 ⑴ 商品範囲 

スパイラル溶接鋼管とは，大径管（おおむね外径４００㎜以上の鋼管をいう。

以下同じ。）の一種であり，鋼帯を連続的に巻き戻しながら成形ロールでらせん状

に曲げて円筒状に成形し，継目を溶接して製㐀される鋼管である。スパイラル溶

接鋼管は，主として鋼管杭（鋼管矢板〔鋼管に継手を溶接したもの〕を含む。以

下同じ。）に用いられている。 

大径管には，スパイラル溶接鋼管のほかにもＵＯ鋼管等があるが，スパイラル

溶接鋼管は，強度の弱い溶接部の長さが長く，内圧の高い輸送管等には向かない

ことから，主として鋼管杭に用いられ，ガス導管等に用いられる他の大径管と用

途を異にしており，需要の代替性が認められない上，他の大径管とは製㐀設備も

異なり，供給の代替性も認められない。 

他方，スパイラル溶接鋼管が鋼管杭として用いられる場合，鋼管杭と代替的に

用いられるものとしては，既製コンクリート杭及び場所打ちコンクリート杭が存

在し，スパイラル溶接鋼管の価格が相対的に上昇した場合，鋼管杭から既製コン

クリート杭等に振り替えられる可能性があるため，これらを含めた基礎杭全般と

して商品範囲が画定される可能性がないでもない。この点について，公正取引委

員会としては，鋼管杭とその他の基礎杭との代替性に関する国内の需要者の認識

（後記２⑶）に基づき，「スパイラル溶接鋼管」を商品範囲として画定した上で，

既製コンクリート杭等については隣接市場からの競争圧力として評価することと

した。 

 

⑵ 地理的範囲 

スパイラル溶接鋼管については，日本国内での輸送に関し，輸送の難易性や輸

送費用の点から制約があるわけではなく，当事会社及び競争事業者は日本全国に

おいて販売を行っており，また，地域により販売価格が異なるといった事情は認

められない。 

他方，海外メーカー品の国内市場への流入はほとんどなく，また，国内価格が

相対的に上昇しても海外メーカー品の流入量はほとんど増加しないと考えられる

ことから，国境を越えて地理的範囲を画定すべき事情は認められない。 

したがって，「日本全国」を地理的範囲として画定した。 

 

２ 競争の実質的制限についての検討 

⑴ 本件合併による市場構㐀の変化及び問題の所在 

スパイラル溶接鋼管を国内市場で販売する当事会社グループの事業者は新日鉄
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（市場シェア約４０％）及び住友金属（市場シェア約１５％）である。本件合併

により新日鉄と住友金属との間に結合関係が新たに形成されることとなるところ，

当事会社の合算市場シェア・順位は約５５％・第１位，合併後のＨＨＩは約４，

０００，ＨＨＩの増分は約１，３００となり，水平型企業結合のセーフハーバー

基準に該当しない。 

スパイラル溶接鋼管の国内市場には，市場シェアが１０％を超える有力な競争

事業者が複数存在するが，本件合併により当事会社は約５５％の市場シェアを占

めることとなり，市場シェア第２位以下の事業者との市場シェアの格差も拡大す

ることとなる。したがって，競争事業者の供給余力の状況，隣接市場からの競争

圧力の程度や需要者からの競争圧力の程度等によっては，当事会社グループが単

独で価格等をある程度自由に左右することができる状態が現出するおそれがある。 

また，本件合併によりスパイラル溶接鋼管を供給するメーカーが４社から３社

に減少することから，各事業者の供給余力の状況，隣接市場からの競争圧力の程

度や需要者からの競争圧力の程度等によっては，当事会社グループとその競争事

業者が協調的行動をとることにより，価格等をある程度自由に左右することがで

きる状態が現出するおそれがある。 

 

順位 会社名 市場シェア 

１ 新日鉄 約４０％ 

２ Ｅ社 約３０％ 

３ 住友金属 約１５％ 

４ Ｆ社 約１５％ 

 合計 １００％ 

 

⑵ 各事業者の状況 

各事業者のスパイラル溶接鋼管の製㐀設備の稼働率は高くなく，各事業者とも

供給余力を有していると認められる。 

スパイラル溶接鋼管を製㐀している事業者の中には，自社で製㐀した熱延鋼板

を母材に用いている者と電炉メーカー品や輸入品を母材に用いている者がおり，

これらの事業者間ではコスト構㐀が異なっている。 

 

⑶ 隣接市場からの競争圧力 

スパイラル溶接鋼管が鋼管杭として用いられる場合，鋼管杭と代替的に用いら

れるものとしては，既製コンクリート杭及び場所打ちコンクリート杭がある。 

当事会社からスパイラル溶接鋼管を購入している需要者（建設業者）に対する

アンケート調査の結果や需要者等からのヒアリングによると，スパイラル溶接鋼
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管の価格が５～１０％上昇した場合，具体的な割合を定量的に測定することは困

難であるものの，一定程度鋼管杭を用いた工法から他の杭を用いた工法に切り替

えられるものと認められる。 

したがって，隣接市場からの競争圧力が一定程度働いていると認められる。 

 

⑷ 需要者からの競争圧力 

スパイラル溶接鋼管の主な需要者は，建設業者であるところ，公共工事の発注

量が長期減少傾向にある中で建設業者各社間の受注競争は年々激しさを増してお

り，価格引下げ圧力は強いと考えられる。 

したがって，需要者からの競争圧力が働いていると認められる。 

 

３ 独占禁止法上の評価 

⑴ 単独行動による競争の実質的制限 

本件合併により当事会社は約５５％の市場シェアを占めることとなり，市場

シェア第２位以下の事業者との市場シェアの格差も拡大することとなるが，市場

シェア１０％を超える有力な競争事業者が複数存在し，これらの事業者は供給余

力を有していると認められること，隣接市場からの競争圧力が一定程度働いてい

ると認められること，需要者からの競争圧力が働いていると認められることから，

当事会社グループが単独で価格等をある程度自由に左右することができる状態が

現出するおそれはなく，本件合併が競争を実質的に制限することとはならないと

考えられる。 

 

⑵ 協調的行動による競争の実質的制限 

本件合併によりスパイラル溶接鋼管を供給する主要なメーカーが４社から３社

に減少するが，各社とも供給余力を有していると認められること，隣接市場から

の競争圧力が一定程度働いていると認められること，需要者からの競争圧力が働

いていると認められること，スパイラル溶接鋼管を製㐀する事業者の中にはコス

ト構㐀が異なる者が存在することから，当事会社グループとその競争事業者が協

調的行動をとることにより，価格等をある程度自由に左右することができる状態

が現出するおそれはなく，本件合併が競争を実質的に制限することとはならない

と考えられる。 
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第７ 熱延鋼板 

 １ 一定の取引分野 

  ⑴ 商品範囲 

熱延鋼板とは，板厚約３㎜未満の薄板の一種であり，製銑・製鋼過程を経て製

㐀された半製品である鋼片（スラブ）を一直線に並んだ複数の圧延機で連続的に

圧延して製㐀され，自動車に多く使用されるほか，電機製品や建材にも使用され

る。 

薄板は，熱延鋼板，冷延鋼板及び表面処理鋼板（熱延鋼板又は冷延鋼板の表面

にめっきや塗装を施した鋼板）に大別されるところ，これらは特性や主な用途を

異にし，需要の代替性は認められない上，製㐀段階を異にし，供給の代替性も認

められないことから，別々の商品範囲を構成するものと考えられる。 

熱延鋼板には，化学成分や熱処理の方法等に応じて，様々な特性を有する製品

が存在するところ，これらの製品のうち，熱延ステンレス鋼板については，耐食

性等の特性を有し，需要の代替性が認められない上，専用の製㐀設備により異な

る技術で製㐀され，供給の代替性も存在しないことから，別の商品範囲を構成す

ると考えられる。他方，それ以外の製品については，様々な特性と経済性とのバ

ランスを加味しながらどのような特性を有する製品を用いるかが選択されている

などこれらの製品の間で一定程度の需要の代替性が認められる上，同一の製㐀設

備で製㐀されており，供給の代替性も存在することから，同一の商品範囲を構成

するものと考えられる。 

したがって，「熱延鋼板」（熱延ステンレス鋼板を除く。以下同じ。）を商品範囲

として画定した。 

 

⑵ 地理的範囲 

熱延鋼板については，日本国内での輸送に関し，輸送の難易性や輸送費用の点

から制約があるわけではなく，当事会社及び競争事業者は日本全国において販売

を行っており，地域により販売価格が異なるといった事情は認められない。 

熱延鋼板は，汎用品を中心に，韓国メーカーの製品や中国メーカーの製品等が

国内市場にコンスタントに流入しており，国内価格が相対的に上昇した場合，こ

うした海外メーカー品が短期間のうちに大量に流入する可能性があるため，国境

を越えて地理的範囲が画定される可能性がある。この点について，公正取引委員

会としては，当事会社が意見書において地理的範囲が日本全国であることを前提

として日本市場における市場シェア等のデータを提出したことも踏まえ，「日本全

国」を地理的範囲として画定した上で，海外メーカー品については輸入圧力とし

て評価することとした。 

 



29 

 

２ 競争の実質的制限についての検討 

⑴ 本件合併による市場構㐀の変化及び問題の所在 

 熱延鋼板を国内市場で販売する当事会社グループの事業者は，新日鉄（市場シェ

ア約３０％）及び住友金属（市場シェア約１０％）である。本件合併により新日

鉄と住友金属との間に結合関係が新たに形成されることとなるところ，当事会社

の合算市場シェア・順位は約４０％・第１位，合併後のＨＨＩは約２，２００，

ＨＨＩの増分は約５００となり，水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当し

ない。 

なお，熱延鋼板の国内市場には，新日鉄が１０％超・単独第１位の議決権を保

有する事業者として，株式会社中山製鋼所（以下「中山製鋼所」という。），日新

製鋼株式会社（以下「日新製鋼」という。）及び大同特殊鋼株式会社（以下「大同

特殊鋼」という。）が存在する。これらの事業者はいずれも，新日鉄の議決権保有

比率は１０％を僅かに上回る程度であるところ，中山製鋼所及び日新製鋼につい

ては，第２位以下の株主との議決権保有比率の格差も大きくなく，役員兼任もな

いこと，また，大同特殊鋼については，役員兼任があるものの，大同特殊鋼の需

要者が一定の議決権を保有しており，議決権の行使等の面において新日鉄と利害

が一致しないと考えられることから，新日鉄と中山製鋼所の間，新日鉄と日新製

鋼の間及び新日鉄と大同特殊鋼の間にはいずれも結合関係があるとは認められな

い。 

熱延鋼板の国内市場には，市場シェアが１０％を超える有力な競争事業者が複

数存在するほか，輸入品が約１５％を占めているが，本件合併により当事会社は

約４０％の市場シェアを占めることとなり，市場シェア第２位以下の事業者との

市場シェアの格差も拡大することとなる。したがって，競争事業者の供給余力の

状況，輸入圧力の程度や需要者からの競争圧力の程度等によっては，当事会社グ

ループが単独で価格等をある程度自由に左右することができる状態が現出するお

それがある。 

また，熱延鋼板の国内市場には輸入品が約１５％流入しているほか，電炉メー

カーも複数存在しているが，その市場シェアは必ずしも大きくなく，本件合併に

より熱延鋼板を供給する主要な高炉メーカーが４社から３社に減少することから，

各事業者の供給余力の状況，輸入圧力の程度や需要者からの競争圧力の程度等に

よっては，当事会社グループとその競争事業者が協調的行動をとることにより，

価格等をある程度自由に左右することができる状態が現出するおそれがある。 
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順位 会社名 市場シェア 

１ 新日鉄 約３０％ 

２ Ｇ社 約２０％ 

３ Ｈ社 約１０％ 

４ 住友金属 約１０％ 

５ Ｉ社  約５％ 

６ Ｊ社  約５％ 

７ Ｋ社 ０―５％ 

８ Ｌ社 ０―５％ 

９ Ｍ社 ０―５％ 

１０ Ｎ社 ０―５％ 

 輸入 約１５％ 

 合計 １００％ 

 

⑵ 各事業者の供給余力 

 各事業者の熱延鋼板の製㐀設備の稼働率は高くなく，各事業者とも供給余力を

有していると認められる。 

 

⑶ 輸入圧力 

 近年，韓国や中国において，最新鋭の設備を有し巨大な供給力を有する熱延鋼

板製㐀ラインが相次いで建設されているところ，その品質は，国内の需要者が海

外拠点において採用するなど，国内の需要者にとって使用可能なレベルにある。

また，輸入に掛かる輸送費用は，近隣の東アジア諸国からであれば僅かであり，

関税は無税である。さらに，需要者からのヒアリングによると，韓国や中国から

の輸入品は国内品に比べ安価であるとされており，輸入品の価格競争力は高いと

いえる。加えて，海外メーカーは，日本国内のコイルセンター等の加工・販売業

者を通じて販売しており，流通上の問題も存在しない。 

以上のとおり，熱延鋼板について輸入障壁は存在せず，汎用品を中心に，韓国

や中国からの輸入品等が国内市場にコンスタントに流入しており，実際，輸入比

率は約１５％に達している。 

主要な需要者は自動車メーカー，電機メーカー及び建材メーカーであるところ，

各需要者向けの輸入圧力の状況について検討すると，以下のとおりである。 

 

ア 自動車メーカー向け 

 自動車メーカーから材料認定（自社が要求する品質基準を満たしている材料
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のみを調達するために，材料の評価を行い，基準を満たした材料を認定するこ

と。以下同じ。）を受けた鉄鋼メーカーの製品間では，輸入品と国内品の間に代

替性がある。例えば，韓国メーカーは，既に日本の自動車メーカー各社から認

定を得て供給しており，また，自動車メーカーからのヒアリングによると，自

動車メーカーは韓国メーカー品の品質やラインナップを日本の高炉メーカー品

と同等レベルと評価しており，今後，輸入量を増やす可能性もあるとしている。 

 

イ 電機メーカー向け 

電機メーカー向けは，汎用品が多く，国内品と輸入品の代替性が高い。電機

メーカーからのヒアリングによれば，薄板全般について，韓国メーカー品や中

国メーカー品は品質面で国内品とほとんど差がないことから，今後，輸入品を

増やしていく意向であるとしている。 

  

ウ 建材メーカー向け 

 建材メーカー向けは，大半が汎用品であり，国内品と輸入品の代替性が高い。 

 

以上から，輸入圧力が十分に働いていると認められる。 

 

⑷ 需要者からの競争圧力 

ア 自動車メーカー向け 

自動車メーカーから材料認定を受けた鉄鋼メーカーの製品間であれば代替性

の程度は高く，自動車メーカーにとって取引先の変更は容易である。また，自

動車メーカー間では活発な競争が行われており，熱延鋼板に対する価格引下げ

圧力は強い。さらに，自動車メーカーは，鉄鋼製品の調達量が多い上，集中購

買（大口需要家の購買部門が各事業部門及び取引先部品メーカーの使用する鉄

鋼製品を取りまとめ，鉄鋼メーカーと品質，価格，数量等について，一括して

交渉して決定する方式による購買。以下同じ。）を行っている。 

 

イ 電機メーカー向け 

電機メーカー向けについては，汎用品が多く，輸入品等に切り替えることが

容易である。また，電機メーカーは，独自の材料認定制度を有しないことから，

取引先の変更がより一層容易であるほか，電機メーカー間においても活発な競

争が行われており，価格引下げ圧力が強い。さらに，電機メーカーも，集中購

買を行っている。 
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ウ 建材メーカー向け 

 建材メーカー向けについては，汎用品が大半であることから，電炉メーカー

品，輸入品を積極的に用いており，安価な鉄鋼製品への切替えが容易である。

また，国内の建材の需要の低迷により，建材メーカー間では活発な競争が行わ

れており，価格引下げ圧力が強い。 

 

以上から，需要者からの競争圧力が十分に働いていると認められる。 

 

３ 独占禁止法上の評価 

⑴ 単独行動による競争の実質的制限 

本件合併により当事会社は国内市場全体の約４０％の市場シェアを占めること

となり，市場シェア第２位以下の事業者との市場シェアの格差も拡大することとな

るが，有力な競争事業者が複数存在し，これらの事業者は供給余力を有していると

認められること，輸入圧力や需要者からの競争圧力が十分に働いていると認められ

ることから，当事会社グループが単独で価格等をある程度自由に左右することがで

きる状態が現出するおそれはなく，本件合併が競争を実質的に制限することとはな

らないと考えられる。 

 

⑵ 協調的行動による競争の実質的制限 

 本件合併により熱延鋼板を供給する主要な高炉メーカーが４社から３社に減少

するが，各社とも供給余力を有していると認められること，輸入圧力や需要者から

の競争圧力が十分に働いていると認められることから，当事会社グループとその競

争事業者が協調的行動をとることにより，価格等をある程度自由に左右することが

できる状態が現出するおそれはなく，本件合併が競争を実質的に制限することとは

ならないと考えられる。 
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第８ Ｈ形鋼 

１ 一定の取引分野 

⑴ 商品範囲 

Ｈ形鋼とは，形鋼の一種であり，断面がＨの形状となるように圧延して製㐀さ

れ，建築・土木工事用の主要部材として利用される。 

Ｈ形鋼は，その市場規模が形鋼の過半を占めており，需要者は建築・土木工事

用の主要部材としてＨ形鋼について独立した商品として認識していることから，

他の形鋼と商品範囲を異にしていると認められる。 

Ｈ形鋼には，ＪＩＳ規格の製品と使い勝手を改良したＪＩＳ規格外の製品（外

法一定Ｈ形鋼）があるが，需要者は，コストや使用部位を勘案してどちらを用い

るかを選定しており，需要の代替性が認められる。また，異なるサイズのＨ形鋼

も同一の製㐀設備で製㐀されており，供給の代替性も認められる。 

したがって，「Ｈ形鋼」を商品範囲として画定した。 

 

⑵ 地理的範囲 

Ｈ形鋼は，日本国内での輸送に関し，輸送の難易性や輸送費用の点から制約が

あるわけではなく，当事会社グループ及び競争事業者は日本全国において販売を

行っており，地域により販売価格が異なるといった事情は認められない。 

他方，海外メーカー品の国内市場への流入量は現状においては少ないものの，

国内価格が相対的に上昇した場合，海外メーカー品の流入量が短期間のうちに一

定程度は増加する可能性があるため，国境を越えて地理的範囲が画定される可能

性がないでもない。この点について，公正取引委員会としては，当事会社が意見

書において地理的範囲が日本全国であることを前提として日本市場における市場

シェア等のデータを提出したことも踏まえ，「日本全国」を地理的範囲として画定

した上で，海外メーカー品については輸入圧力として評価することとした。 

 

２ 競争の実質的制限についての検討 

⑴ 本件合併による市場構㐀の変化及び問題の所在 

Ｈ形鋼を国内市場で販売する当事会社グループの事業者は，新日鉄，トピー工

業（新日鉄の議決権保有比率２０．５％・単独第１位）及び合同製鉄（新日鉄の

議決権保有比率１５．７％・単独第１位）（前記３社の合算市場シェア約３０％）

並びに住友金属及び住金スチール株式会社（住友金属の１００％子会社。以下「住

金スチール」という。両社の合算市場シェア約１５％）である。本件合併により

新日鉄グループと住友金属グループとの間に結合関係が新たに形成されることと

なるところ，当事会社グループの合算市場シェア・順位は約４０％・第１位，合

併後のＨＨＩは約２，８００，ＨＨＩの増分は約１，１００となり，水平型企業
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結合のセーフハーバー基準に該当しない。 

なお，トピー工業については，新日鉄の議決権保有比率が２０％超・単独第１

位であること，また，合同製鉄については，新日鉄の議決権保有比率が１０％超・

単独第１位であり，新日鉄の従業員が合同製鉄の役員を兼任しており，一部製品

の製㐀受委託等の業務提携関係が存在することから，新日鉄と結合関係があると

認められる。 

Ｈ形鋼の国内市場には，独立系電炉メーカーであるＯ社及びＱ社や高炉メー

カーであるＰ社という有力な競争事業者が存在するが，本件合併後の当事会社グ

ループの市場シェアに鑑みると，競争事業者の供給余力の状況，輸入圧力の程度

や需要者からの競争圧力の程度等によっては，当事会社グループが単独で価格等

をある程度自由に左右することができる状態が現出するおそれがある。 

他方，本件合併により高炉メーカーが３社から２社になるものの，本件合併後

引き続き独立系の電炉メーカー２社が存在することから，当事会社グループとそ

の競争事業者が協調的行動をとることにより価格等をある程度自由に左右するこ

とができる状態が現出するおそれは小さいと考えられる。 

 

順位 会社名 市場シェア 

１ 新日鉄（注２） 約３０％ 

２ Ｏ社 約２０％ 

３ Ｐ社 約２０％ 

４ Ｑ社 約１５％ 

５ 住友金属（注３） 約１５％ 

 
輸入 ０―５％ 

 
合計 １００％ 

（注２）トピー工業及び合同製鉄を含む。 

（注３）住金スチールを含む。 

 

⑵ 従来の競争状況 

Ｈ形鋼の国内市場には，Ｏ社という有力な事業者が存在する。従来から，新日

鉄とＯ社との競争は活発であり，両社が活発に競争している状況は現在も変わっ

ておらず，本件合併後も，当事会社とＯ社との間で活発な競争が展開されるもの

と考えられる。 

また，トピー工業及び合同製鉄は，他の電炉メーカーとの競争を意識した価格

設定を行ってきており，新日鉄と価格戦略を共有していないと考えられること，

新日鉄とトピー工業の間及び新日鉄と合同製鉄の間では顧客の奪い合いが見られ

ることから，新日鉄とトピー工業の結合関係及び新日鉄と合同製鉄の結合関係は，
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いずれも，両社が完全に一体化して事業活動を行うような強固な関係ではなく，

緩やかであり，一定程度の競争関係を維持していると考えられる。本件合併後も，

合併会社とトピー工業及び合併会社と合同製鉄との間には，一定程度の競争関係

が維持されるものと考えられる。 

 

  ⑶ 各事業者の供給余力 

Ｈ形鋼は，大形形鋼製㐀ラインで製㐀されるところ，公共工事の発注量の減少

に伴い各事業者の当該ラインの稼働率は落ち込んでいる。また，各事業者は，稼

働率を上げるため恒常的に相当量のＨ形鋼を輸出しているところ，国内の市況が

改善するなど国内販売が有利となった場合には，輸出分を国内に振り向けること

が可能である。 

したがって，各事業者とも十分な供給余力を有していると認められる。 

 

⑷ 輸入圧力 

輸入に掛かる輸送費用は，東アジア諸国からであれば僅かであり，関税は無税

であるところ，Ｈ形鋼の輸入比率は０～５％である。韓国メーカーや中国メーカー

の中にはＪＩＳ認証を取得している者もあり，外国メーカーがＪＩＳ認証を取得

することは困難ではない。また，需要者からのヒアリングによると，価格メリッ

トが生じれば，一定程度の輸入を行う可能性があるとしている。 

したがって，輸入圧力が一定程度働いていると認められる。 

 

⑸ 隣接市場からの競争圧力 

Ｈ形鋼と同種の目的に使われる製品として，厚板を溶接してＨ形鋼と同じ形状

に組み立てた溶接Ｈ形鋼があり，大規模・高層建築に使用されるなど，Ｈ形鋼と

一定の代替性を有している。また，薄板をロール成形で角型にしたロールコラム

が中小規模建築物の柱材向けとして，厚板をプレス成型で角形にしたプレスコラ

ムが大規模・高層建築物の柱材向けとして使用されることもあり，限定的である

ものの，Ｈ形鋼と代替性を有している。 

したがって，隣接市場からの競争圧力が一定程度働いていると認められる。 

 

⑹ 需要者からの競争圧力 

Ｈ形鋼の主要な需要者は建設業者及びファブリケーター（鉄骨加工業者）であ

るが，鉄鋼メーカーからＨ形鋼を調達する建設業者は，ゼネコン大手であり，一

定の購買力を有する。 

また，鉄鋼メーカーからＨ形鋼を直接調達するファブリケーターは比較的大規

模な事業者が多く，一定の購買力を有する。また，鉄骨加工に要する費用の大部
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分を鋼材費が占めており，ファブリケーターはＨ形鋼の価格に敏感であると考え

られる。 

したがって，需要者からの競争圧力が一定程度働いていると認められる。 

 

 ３ 独占禁止法上の評価 

  ⑴ 単独行動による競争の実質的制限 

本件合併により当事会社グループの合算市場シェアは約４０％となるが，有力

な競争事業者が複数存在し，これらの事業者は十分な供給余力を有していると認

められること，これまで新日鉄とＯ社との間で活発な競争が展開されてきており，

合併後もその構図に変化はないと考えられること，合併後も合併会社とトピー工

業及び合同製鉄との間には一定程度の競争関係が維持されると考えられること，

輸入圧力，隣接市場からの競争圧力及び需要者からの競争圧力が一定程度働いて

いると認められることから，当事会社グループが単独で価格等をある程度自由に

左右することができる状態が現出するおそれはなく，本件合併が競争を実質的に

制限することとはならないと考えられる。 

 

⑵ 協調的行動による競争の実質的制限 

本件合併により高炉メーカーが３社から２社になるものの，引き続き独立系電

炉メーカー２社が存在し，これまで新日鉄と有力な事業者である独立系電炉メー

カーとの間で展開されてきた活発な競争が本件合併後も維持されると認められる

ことから，当事会社グループとその競争事業者が協調的行動をとることにより価

格等をある程度自由に左右することができる状態が現出するおそれは小さいと考

えられるが，念のため検討すると，前記の事情に加え，輸入圧力，隣接市場から

の競争圧力及び需要者からの競争圧力が一定程度働いていると認められることか

ら，本件合併が競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。 

 


